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Ⅲ 栄養表示の義務化に向けた検討
○ 販売に供する食品に、栄養成分の含有量表示や、｢○○ゼロ｣｢○○%カット｣などの強調表示、栄養成分の機能を表示する場合には、栄養表示基

準に従い 必要な表示をしなければならない準に従い、必要な表示をしなければならない。
○ 栄養表示の義務化に向けて、平成22年12月から栄養成分表示検討会を開催してきたが、本年８月23日、表示の適用範囲、わかりやすく活用しや

すい表示方法、監視・執行のあり方などについて、検討がなされることが適当であると報告された。

栄養表示基準とは 栄養表示に関する世界の動向

＜栄養表示をする際の必要表示事項＞

１．100g、100ml、１食分、１包装その他の １単

位当たりの熱量及び主要な栄養成分の量(一

①含有量表示

＜適用対象＞

般表示事項という)を表示。

熱量（エネルギー）、たんぱく質、脂質、炭水

化物（糖質及び食物繊維でも可）、ナトリウム

＜任意表示事項＞

２ 以下の栄養成分については 基準を規定

栄養成分表示
１袋（75ｇ）当たり

容器包装及び

添付文書

２．以下の栄養成分については、基準を規定。

 13のビタミン、12のミネラル、糖類（単糖類、

二糖類）、飽和脂肪酸、コレステロール

３．栄養表示基準で規定されていない栄養成分

は、科学的根拠に基づく限り、任意に表示して

栄養表示の実態調査結果

エネルギー390kcal
たんぱく質 5.3g
脂質 19.1g
炭水化物 49.1g
ナトリウム 311mg ② 強調表示

栄養表示基準の規定事項を遵守し、一般表示

差し支えない。

調査対象：関東地域の大手スーパー３店舗

調査方法：食品の買い上げ調査、無作為抽出633品 平成22年11月実施

般 が
事項を表示

絶対表示（高～、～含有、～ゼロ、～控えめ等）
相対表示（～倍、～％カット等）

＜強調表示の有無＞＜一般表示事項の有無＞

一般表示事項は、全体の約8割の食品に、強調表示は全体の約１割に表示がなされていた。

特に

清涼飲料水(20.5%)

乳製品(16.7%)

食用油・同加工品(16 7%)

表示

あり

12%表示

表示

なし

18%
③ 栄養成分の機能表示

17種類のビタミンやミネラルについては、栄養

成分の機能が表示可能。

※ 食品単位当たりで、
熱量、たんぱく質、脂質、
炭水化物、ナトリウムが
記載された表示

食用油 同加工品(16.7%)

水産加工品(10.3%)

調味料(10.3%)

菓子類(10.3%)

で強調表示の割合が高かった。

（消費者庁調べ）
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表示

なし

88%

あり

82%



Ⅲ 「健康食品の表示に関する検討会」論点整理（平成22年８月27日）の概要

消費者庁では、平成21年11月より「健康食品の表示に関する検討会」を開催し、
● 健康食品の表示の現状の把握及び課題の整理 ●特定保健用食品等健康増進法に基づく特別用途食品の表示制度のあり方

検討項目

● 健康食品の表示の現状の把握及び課題の整理 ●特定保健用食品等健康増進法に基づく特別用途食品の表示制度のあり方
● いわゆる健康食品の表示の適正化を図るための表示基準のあり方

等を検討項目として議論。

論点整理の概要

消費者庁において早急に対応すべき方策 消費者委員会において更に議論

(1) 特保の表示許可制度 さらに検討が必要な

①特保の表示許可制度
・再審査手続を開始するか否かの判断基準

①特保の表示許可手続の透明化
・審査に必要かつ十分な試験デザインの枠組みを提示

・公表すべき情報の範囲や審査の基準を統一

・特保の新たな規格基準の策定を検討

(1) 特保の表示許可制度 さらに検討が必要な
制度的な課題

・再審査手続を開始するか否かの判断基準

の明確化

・許可を一時停止できる仕組みなど、新たな

制度設計のあり方

②許可後に生じた新たな科学的知見の収集
・事業者に科学的知見を定期的に取りまとめて報告させ、必要に応じて表示内容の変更を求める

③保健の機能を適切に伝える表示・広告方法
・摂取対象者や期間が記載されるよう、表示方法を改善

・許可表示を超える広告の変更を求めるなど、特保の広告に係るガイドラインを作成

②健康食品の表示の効果的な規制や
適切な情報提供の仕組み

・食品表示に関する一元的な法体系のあり方

の検討と整合性をとりつつ、食品の機能性

許 表 を超 広告 変更を求 、特保 広告 係 ラ を作成

①虚偽・誇大な表示・広告規制の効果的な執行
・虚偽・誇大な表示や広告の具体例を明らかにするなど、ガイドラインを作成

(2) 健康食品の表示・広告規制

表示をめぐる制度の見直し

・消費者からの相談を受け付ける体制の整備

・消費者にアドバイスできる専門家の養成や

情報を集約・提供する体制の整備

・インターネットにおける虚偽・誇大広告の監視を強化

②関係部局・団体との連携促進
・薬事法を所管する厚生労働省との連携や地方レベルでの担当部局の連携を促進

・事業者・メディア団体の審査の参考となるよう、モデル条項を策定

③ 定の機能性表示を認める仕組みの研究③一定の機能性表示を認める仕組みの研究
・新たな成分に係る保健の機能の表示を認める可能性について研究
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Ⅲ 消費者委員会における検討

特定保健用食品の表示許可制度専門調査会

検討事項

特定保健用食品の表示許可制度専門調査会
「健康食品の表示に関する検討会」論点整理を受け、平成23年２月より検討を開始し、平成23年６月24日に報告書
を取りまとめた。

検討事項
1.再審査手続の迅速化を図るための取組の検討

2.再審査手続開始後の対応

3.許可の更新制の導入

報告書の概要
 科学的知見の収集について

 事業者が新たな科学的知見を収集し、報告をする制度を検討すべき

 報告された知見を科学的・中立的に分析・評価する体制を検討すべき

 再審査手続開始後の情報提供について

 審査状況等に関する情報を消費者に広く提供する方策を検討すべき

 許可の更新制の導入について

 更新制度の導入に向けて、有効性や安全性に係る審査基準の明確化や有効期間の設定、審査体制の整

備等の検討を開始すべき

特定保健用食品の表示許可制度についての提言 （平成23年８月12日）

消費者庁が特定保健用食品の表示許可制度専門調査会の報告書の内容を踏まえ、必要な取組を進めることを提

12

言。特に、許可の更新制については、更新審査を適切に実施するための審査体制の整備が重要であることから、

消費者庁においてはこの点を十分留意した上で、許可の更新制の導入に向けた検討を進めることを求める。



Ⅲ 加工食品の原料原産地表示の拡大
○ 消費者庁では、義務表示の着実な拡大に向け、消費者・事業者等による意見交換会(平成22年３月29日)、要望の多かった品目につ

いての流通実態調査等を実施し 「黒糖及び黒糖加工品」「こんぶ巻」を義務化することについて 消費者委員会へ諮問(同年11月４日)いての流通実態調査等を実施し、「黒糖及び黒糖加工品」「こんぶ巻」を義務化することについて、消費者委員会へ諮問(同年11月４日)
し、食品表示部会での審議を経て平成23年３月23日に答申を受け、同年３月31日に品質表示基準の改正を告示した（平成25年３月31
日まで経過措置）。

○ なお、今後の原料原産地表示の拡大の進め方については、昨年12月に消費者委員会食品表示部会に設置された「原料原産地表示
拡大の今後の進め方に関する調査会」において検討が行われ、本年７月６日の調査会報告書において、新たに制定される法体系の下

原料原産地表 対象品目や選定方法等が改め 設定される とを期待するとされたと ろ あるで、原料原産地表示の対象品目や選定方法等が改めて設定されることを期待するとされたところである。

消費者基本計画
(平成22年３月)

対象品目の拡大の経緯

<具体的施策>
加工食品における原材料の原産地

表示の義務付けを着実に拡大します。

<担当省庁等>  消費者庁

<実施時期>  継続的に実施します。

食料・農業・農村基本計画
(平成22年３月)

米穀等以外の飲食料品についてのト
レーサビリティ制度の検討等に加え、消
費者にとって分かりやすい食品表示の
あり方 検討を進めるととも

(平成22年３月)

あり方について検討を進めるとともに、
加工食品における原料原産地表示の
義務付けを着実に拡大する。
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① 原産地に由来する原料の品質の差異が、加工食品として品質に大きく反映されると一般的に認識されている品目のうち、
② 製品の原材料のうち、単一の農畜水産物の重量の割合が50%以上である商品に表示を義務付け

義務対象品目の選定要件


